
丹波篠山市城下町北地区
整備計画（変更）
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変更案

②

③ささやま医療センター

①

公共公益区域「立地可能な施設の用途」の変更
施設区分「立地可能な施設の用途」の追加
• ささやま医療センターの事業主体が、令和８年４月に別の医療法人に承継される。
• 承継後も「公共公益区域」では、医療機能、公益施設を維持するため「立地可能な施設の用
途」から住宅を除外し、運動施設（トレーニングジム等）を追加。

土地利用計画「立地可能な施設の区域の変更」
• 公共公益区域の北西部には戸建住宅が立地している。
• 「１公共公益区域「立地可能な施設の用途」の変更」により住宅が除外されることから、
引き続き住宅の立地を可能とするため、「住宅集落区域」に変更。

土地利用計画「立地可能な施設の区域の変更」
• 中心市街地の機能を担う新たな市街地 を形成するため、当該区域を商業区域として誘導す
ること としており、農業区域から商業区域に変更。

※１ 当地区整備計画の南側は丹波篠山市の中心市街地であり、当該区域の南・西側が商業区域に隣接している。

※２ 現在、農振農用地だが、土地所有者が農業を継続する意思がなく、市においても農振農用地を除外し宅地的利用を認める方針。

丹波篠山市城下町北地区整備計画 変更点

現計画

②

③ささやま医療センター

①

※1

※2

②

③

①



１ 立地可能な施設の用途変更及び追加

現計画 変更案



現計画

変更案

②

②

③

③

ささやま医療センター

ささやま医療センター

２及び３ 土地利用計画の区域の変更



区域変更の範囲

公共公益区域 → 住宅集落区域

現況写真



公共公益区域 → 住宅集落区域

区域変更の範囲

現況写真



農業区域 → 住宅集落区域

区域変更の範囲

現況写真



農業区域 → 商業区域

区域変更の範囲

現況写真



農業区域 → 商業区域

区域変更の範囲

現況写真



農業区域 → 商業区域

区域変更の範囲

現況写真



農業区域 → 商業区域

区域変更の範囲

現況写真



農業区域 → 商業区域

区域変更の範囲

現況写真



整備計画認定申請 令和７年12月24日

案の縦覧 令和８年１月13日～１月26日

景観審議会緑部会（本審） 諮問 令和８年３月５日

整備計画認定

告示、施行 令和８年３月31日（予定）

変更認定までのスケジュール
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